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○　育児休業等終了時報酬月額変更届とは

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」による満3歳未満の子を養育するための育児休業等（育児休業及び育児休業に準ずる休業）終了日に

3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、

4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

ただし、育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始した場合は、この申出はできません。

大阪産業機械工業健康保険組合

健康保険事業所整理記号

健 康 保 険
育児休業等終了時報酬月額変更届厚生年金保険

令和 年 月 日提出

1234

００１２

事業所
名   称 　　産業機械株式会社

  社会保険労務士記載欄｜氏名等事業主
氏   名 　　　　産業　太郎

電話番号 ０６ （ ６３７２

〒 ５３０ －

大阪府大阪市北区芝田２２－８８－１００

事業所
所在地

10 月 1 日

　健康保険組合理事長あて

住 所 　大阪府大阪市北区芝田９９－１００

） 　５５０１

　☑　育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。　(健康保険法施行規則第38条の2）
　　 　※必ず□に✔を付してください。

令和 7 年

氏 名 健保　華子
電話 ０６ ( １２３４ ) ５６７８

月 日

被保険者
整理番号 １２３ 個人番号

基礎年金番号

被保険者
氏      名

被保険者
生年月日

5.昭和
7.平成
9.令和

 氏  名

健 保 華 子

 フリガナ ケ ン ポ ハ ナ コ

育児休業等終了年月日

子 の
氏 名

子 の
生年月日

年

1 0 1 1 0 7

 フリガナ ケ ン ポ タ ロ ウ
 氏

6 1 0 3 1

年

日

0 5 0 9 0

月 日

 
令
和5 0

275,000 円
平均額

年 月

9.令和

健 保
 名

太 郎

252,100 円

修 正
平均額

527,100 円

12 月 30 日 275,000 円 0 円

円 0 円 0 円
総 計

11 月 0 日 0

月変該当
の確認

  育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて、産前産後休業を開始していませんか。

該当する場合はチェックしてください。 　　 開始していません。 注：産前産後休業を開始した場合は、この申出はできません。

改 定
年 月

7 年 2 月

給 与
締切日
支払日 月末 日 10 日

遡 及
支払額

月 円

従前標準
報酬月額

280 千円

事 業 所
整理記号 －

備 考

280 千円

昇 給
降 給

月

円 0

給 与
支給月
及 び

報酬月額
263,550 円

1 月 31 日 252,100 円円

①
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㋐通貨 ㋑現物 ㋒合計（㋐+㋑）

健保 厚年
１.昇給

２.降給

遡及支払額

締切日 支払日

当 月

翌 月
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常務理事 事 務 長 部 長 係 長 係
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⑦

□

③

提

出

者

記

入

欄

被

保

険

者

欄

申

出

者

欄


